


様

　

　地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された令和２年度東広島市

公営企業会計の決算について審査を終了したので、次のとおり意見を提出する。
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令和２年度東広島市公営企業会計決算審査意見 

 

 
第１ 審査の対象 

令和２年度東広島市水道事業会計決算 

令和２年度東広島市下水道事業会計決算 

令和２年度各事業会計決算書 

 

第２ 審査の期間 

  令和３年６月１８日から令和３年９月６日まで 

 

第３ 審査の着眼点 

上記の各事業会計決算書が法令に適合して作成されているか、計数が正確である

か、かつ、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか。 

 

第４ 審査の実施内容 

市長から送付された各事業会計決算書の内容を関係諸帳簿及び証書類等と照合し、

経営成績及び財政状態について年度比較により事業の推移の把握、分析等を行うこ

とによって審査した。また、必要に応じて関係職員から説明を聴取した。 

なお、審査は東広島市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

第５ 審査の結果 

第１から第４に掲げる事項のとおり審査した限りにおいて、各事業会計決算書は、

いずれも法令に適合して作成されており、かつ、それらの計数は関係諸帳簿等と符

合し、おおむね正確であり、かつ、経営成績及び財政状態をおおむね適正に表示し

ていることを認めた。 

決算の状況並びに審査意見は、次のとおりである。 
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